
サービス種類 加算名
新たな届出がない

場合の登録

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護※１

小規模多機能型居宅介護※１・２

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型特定施設入居者生活介護※２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護※２

高齢者虐待防止措置実施
の有無

１ 減算型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 口腔連携強化加算 １ なし

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護※１

小規模多機能型居宅介護※１・２

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型特定施設入居者生活介護※２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護※２

業務継続計画策定の有無 １ 減算型

小規模多機能型居宅介護※１・２

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型特定施設入居者生活介護※２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護※２

生産性向上推進体制加算 １ なし

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型特定施設入居者生活介護※２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

高齢者施設等感染対策向
上加算Ⅰ

１ なし

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型特定施設入居者生活介護※２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

高齢者施設等感染対策向
上加算Ⅱ

１ なし

認知症対応型共同生活介護※１・２

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
認知症チームケア推進加算 １ なし

地域密着型通所介護 重度者ケア体制加算 １ なし

小規模多機能型居宅介護※１・２

看護小規模多機能型居宅介護※１・２ 認知症加算 １ なし

認知症対応型共同生活介護※１・２ 医療連携体制加算Ⅱ １ なし

看護小規模多機能型居宅介護※１・２ 専門管理加算 １ なし

看護小規模多機能型居宅介護※１・２ 遠隔死亡診断補助加算 １ なし

介護予防支援 LIFEへの登録 １ なし

表１．届出がない場合、「減算型」又は加算「なし」等が適用される加算

※１： 介護予防を含む
※２：短期利用型を含む



夜間看護体制

１ 対応不可

２ 対応可

３ 加算Ⅰ ※

夜間看護体制

１ なし

２ 加算Ⅱ

個別機能訓練加算

１ なし

２ あり １ なし

個別機能訓練加算

１ なし

３ 加算Ⅰ ※

表2. 新たな加算区分と届出がない場合の登録について

＜地域密着型特定施設入居者生活介護＞ ＜地域密着型特定施設入居者生活介護＞

既存の届出内容 令和6年4月1日以降

４ 加算Ⅱ ※

＜地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＞ ＜地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＞

５ 加算Ⅲ ※

緊急時訪問看護加算

１ なし

２ あり

３ 加算Ⅰ ※

夜間看護体制

１ なし

２ 加算Ⅱ

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞ ＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞

総合マネジメント体制強化加算

１ なし

２ あり

３ 加算Ⅰ ※

総合マネジメント体制強化加算

１ なし

２ 加算Ⅱ

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞ ＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞
＜（介護予防）小規模多機能型居宅介護＞ ＜（介護予防）小規模多機能型居宅介護＞
＜看護小規模多機能型居宅介護＞ ＜看護小規模多機能型居宅介護＞

※ ： 新しい要件に該当する場合、届出の提出が必要となる加算区分



医療連携体制加算

１ なし

３ 加算Ⅱ

医療連携体制加算Ⅰ

＜認知症対応型共同生活介護（短期利用型含む）＞ ＜認知症対応型共同生活介護（短期利用型含む）＞

既存の届出内容 令和6年4月1日以降

２ 加算Ⅰ

４ 加算Ⅲ

１ なし

３ 加算Ⅰロ

４ 加算Ⅰイ

２ 加算Ⅰハ

表３. 新たな加算区分に該当する場合に届出が必要な加算

サービス種類 新たな加算の名称

居宅介護支援 ケアプランデータ連携システムの活用及び事務
職員の配置

看護小規模多機能型居宅介護 緊急時対応加算

地域密着型通所介護
（短期利用型療養通所介護の場合のみ）

施設等の区分
「3 療養通所介護事業所（短期利用型）」

地域密着型通所介護
（短期利用型療養通所介護の場合のみ）

サービス提供体制強化加算の
「９ 加算Ⅲイ（ハの場合）」
「A 加算Ⅲロ（ハの場合）」

以下の加算の取得を希望する場合は、新しい要件に即して届出が必要となります。

施設等の区分

－

＜介護予防支援＞ ＜介護予防支援＞

施設等の区分

１ 地域包括支援センター

２ 居宅介護支援事業者 ※

＜提出期限＞
令和6年4月1日から算定の場合

令和６年４月１５日（月）まで

※処遇改善等計画書の提出期限と同じ

＜提出書類＞
⑴ 体制等に関する届出書
⑵ 体制等状況一覧表

※取得する加算によって別紙の
添付書類が必要

提出期限と提出書類について

※ ： 新しい要件に該当する場合、届出の提出が必要となる加算区分

表2. 新たな加算区分と届出がない場合の登録について


